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改正外為法で 

増大する輸出管理リスクへの対応 
～「防衛装備移転三原則」等の制定と国際研究開発をはじめ、 

改正外為法による日米の安全保障貿易管理の動向を踏まえ、企業防衛のノウハウを伝授～  

講師 玉木
た ま き

昭久
あ き ひ さ

 氏  森・濱田松本法律事務所 弁護士 

日時 平成２９年１０月１０日（火）午後２時００分～午後５時００分 
 
かつての「武器輸出三原則」を事実上緩和した「防衛装備移転三原則」が平成 26 年 4 月 1 日に閣議決定さ

れ、さらに同日付で「防衛装備移転三原則の運用指針」が国家安全保障会議で決定され、施行されるなど、防

衛関係の高度技術装備品等をはじめとする国際共同開発の道が開かれた。  

しかし、こうした中で、総じてみれば、内外の安全保障貿易管理（輸出管理）は強化されている。かつての

「ココム規制」の基本的な考え方や意義は、テロと地域戦争の時代に突入した近年、その性格を大きく変え、

全地域を対象とし、とりわけ大量破壊兵器の拡散防止のための規制へと変貌してきているが、特に東アジア、

中東、アフリカ地域の激動を受けて、より一層輸出管理の重要性が拡大し、それに関する企業リスクも増大し

てきている。他方、一般包括許可や輸出先国内での貨物等の再移転に係る規制の一部緩和等昨年 4 月及び７月

の経済産業省の関係通達の大改正も定着しつつある。  

本講座では、かつて経済産業省に在職し、その後現在まで 10 数年にわたり独占禁止法や外為法など高度な企

業法務の最先端で活躍する実務派弁護士であり、わが国の法曹界で安全保障貿易管理に関する規制のプラクテ

ィスを手がけることのできる極めて稀少で貴重な人材として、外為法の第一人者のひとりである講師が、複雑

で難解な安全保障貿易管理について、受講者に幅広い応用力を養っていただくためにもその拠って立つ基本的

な考え方をしっかりと踏まえつつ、制度の仕組みをフレームワークからやさしく説き起こし、輸出管理実務の

ポイントまで懇切に説明する。  

加えて、本講座では、わが国外為法令のフレームのみならず、近年、多くの企業を悩ます米国の輸出管理法

制の概要についても解説するが、この項目は、他の同様の講座では通常触れられない制度まで踏み込んだ内容

となっている。  

 激動する国際情勢の中で、今後の輸出管理に関する企業リスクの低減と企業防衛のためにも、ぜひとも聴講

されるよう、自信をもって強くお勧めする講座である。  
 

1．安全保障貿易管理の目的  ～安全保障貿易管理の歴史と意義～  

2．国際的な輸出管理の４つの枠組み  

3．日本の安全保障貿易管理制度の枠組み  
(1) 基本法である「外国為替及び外国貿易法（外為法）」の体系  

(2) 輸出管理違反に対する厳しい制裁と企業リスク  

(3) 輸出管理の対象～貨物等輸出と役務（技術）取引とに関する各規制～  

(4) 輸出管理の３つの形式と規制対象  ①リスト規制 ②キャッチオール規制 ③仲介貿易取引規制  

(5) 輸出等に係る許可の種類  ①許可を要する取引と許可を要しない取引  ②個別許可と包括許可  

4．防衛装備移転三原則等の制定と国際共同開発への影響  

5．輸出管理の実務  
(1) 実務の基本とフローの概要  ①輸出者の自己責任が原則 ②輸出管理の流れとチェックポイント  

(2) 取引審査のポイント        (3) 該非判定のポイント  

(4) 用途チェックのポイント      (5) 需要者チェックのポイント  

(6) 輸出許可申請と許可取得      (7) 社内輸出管理体制の構築  

6．米国の輸出管理法令及び再輸出規制と日本企業  

7．リスクマネジメントとしての輸出管理の重要性  

8．定着した外為法及び同法関係の経済産業省通達等の改正実務の概要  
        （＊当日の講演の項目概要ですが、当日の講演資料の項目と完全に一致しているわけではありません。）   
【講師略歴】東大法学部卒業後、通商産業省（現・経済産業省）入省、産業政策局、資源エネルギー庁、貿易局、中小企業庁等各部局の

課長等を歴任。この間、1997 年～2000 年公正取引委員会事務総局経済調査課長に在任。米ミシガン大学大学院経済学修士。2003 年弁護

士登録し、14 年目を迎えている。外為法（輸出管理）案件や過去最大級の同法違反事件の弁護活動をはじめ、M&A 案件、大型カルテル・

談合事件、取引契約等に係る交渉等の独禁法案件及び不当表示等景品表示法案件等のほか、知的財産権法等も得意としている。さらに、

会社法、労働法、環境関係法等の案件にも深く関与する等、外為法、独禁法、下請法や政府関係調整（ガバメント・リレーションズ）、知

的財産法、さらには会社法並びに労働法等の分野にわたって守備範囲も極めて幅広く活躍。著書に、三省堂刊「 Q&A 新しい独占禁止法解

説」、東洋経済新報社「競争に勝つための新独禁法入門」、その他レクシスネクシス刊「ビジネス・ロー・ジャーナル」を始めとする法務

関係雑誌等において、外為法、独占禁止法及び下請法のそれぞれに関する長期連載等も含めた著作、論文、講演等多数。  

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。  

  ■主催  経 営 調 査 研 究 会  

  ■後援  金 融 財 務 研 究 会                    
       http://www.kinyu.co.jp 

Facebook：http://www.facebook.com/keichoken  
Twitter：https://twitter.com/#!/keichoken  
Blog：http://keichoken.blogspot.com/ 

 

毎回好評 10 回目  



 平成２９年１０月１０日（火） 
１４：００～１７：００ 
 

茅 場 町 ･グリンヒルビル   

金融財務研究会本社 セミナールーム 
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 
TEL 03-5651-2030 
地下鉄東西線・日比谷線  茅場町駅  

６番出口より徒歩１分   

（開場は開演の３０分前です。）  
 
１名につき３４ ,５００円  

（消費税、参考資料を含む）  

１社２名以上同時に参加お申込みいた  

だいた場合、お２人目から１名につき２９,０００円。追加申込みの場合は

その旨ご連絡下さい。  
 
経営調査研究会  ホームページ http://www.kinyu.co.jp/ 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル  

TEL 03-5651-2033  FAX 03-5695-8005 
 
ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄か
らもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご
参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料で
ご出席いただけます。 (但し新しいセミナーの参加費との差額が 2,000 円以上の時
は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。 )  

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される  

セミナーのご案内等に使用します。  

普通預金 口座名  (株)経営調査研究会  
 
三菱東京 UFJ 銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281 

みずほ銀行  京橋支店  1813877 三菱 UFJ 信託銀行 日本橋支店  1979947 

      
  

切らずにこのままお送り下さい  
  

 
 

改正外為法で 
増大する輸出管理リスクへの対応  

     １０／１０  

 
◆参加申込書◆ 

FAX 03-5695-8005 
 
 
平成２９年  月     日  

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 1917（Law-291917）                     

会 社 名 

TEL 
FAX 

 
E-Mail 

所 在 地 
〒 

参加者ご氏名  部課名  

〃  〃  

〃  〃  

〃  〃  

書類送付先 

(同上の場合記入不要)    

ご担当者                  部課名 

TEL                    FAX                                    

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。 

開 催 日 

会 場 

参 加 費 

申 込 先 

申込方法 

振込口座 

 


